
認知症グループホームにおける
栄養改善をバックアップします！

公益社団法人東京都栄養士会栄養ケア・ステーションⓇ
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東京都栄養士会栄養ケア・ステーションが管理栄養士をご紹介します

E-mail tokyoeiyou-cs@ksf.biglobe.ne.jp

☎ 03-6457-8592

FAX 03-6457-8591

〒160-0004 新宿区四谷3-9慶和ビル３F

お問合せは

公益社団法人 東京都栄養士会

栄養ケア・ステーション まで

＊令和３年度介護報酬改定で、認知症グループホームにおいて、栄養改善
の取組を進める観点から、管理栄養士が介護職員等の皆様へ、 利用者の
栄養・食生活に関する助言や指導を行う体制づくりを進めることを評価
する加算が創設されました。

事業所の皆様 認知症対応型共同生活介護

出典：令和３年度介護報酬改定（栄養関連）の概要について厚生労働省老健局老人保健課資料

https://www.tokyo-eiyo.or.jp/


1.「業務委託契約書」を交す

2.担当管理栄養士のご連絡

3.業務実施

4.業務委託費用の精算

栄養ケア・ステーションまでご連絡ください。

お電話等でご説明させていただきます。

当会栄養ケア・ステーションより担当管理栄養士をお知らせいたします。

その後、担当管理栄養士よりご連絡いたします。

毎月末日締め、翌月中旬頃までに、請求書を郵送いたします。

請求書に記載された指定口座までお振込みをお願いします。

・お振込み手数料につきましては恐れ入りますがご依頼元様でのご負担をお願いしております。

介護報酬・診療報酬における「栄養ケア・ステーション」は、公益社団法人日本栄養士会
又は都道府県栄養士会が設置・運営する「栄養ケア・ステーション」になります。
「認定栄養ケア・ステーション」と業務委託契約しても、診療報酬・介護報酬の請求はでき
ませんのでご注意ください。

【連絡先】公益社団法人東京都栄養士会栄養ケア・ステーション

E-mail：tokyoeiyou-cs@ksf.biglobe.ne.jp ☎ 03-6457-8592

管理栄養士ご紹介について
公益社団方針東京都栄養士会栄養ケア・ステーションⓇ

認知症高齢者に対する栄養ケアの有効性

事前の打ち合わせ通り、業務を実施します

https://www.tokyo-eiyo.or.jp/

